
温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業(石油特会）
３，０００百万円（ － 百万円）

地球環境局地球温暖化対策課
１．事業の概要
○ 国内排出量取引制度は、市場メカニズムを活用して、確実かつ費用対効

果に優れた形で排出削減を実現できるとともに、京都メカニズムとリン
クすることにより京都メカニズムの活用に対する動機付けにもなるとい
う特長を有する。

○ 本補助は、自主参加型国内排出量取引制度を実施するためのもの。
自主参加型国内排出量取引制度は、①設備補助 ②削減の約束 ③排出
枠の取引 の３つをセットにすることにより、積極的に排出削減に取り
組もうとする事業者を支援し、確実かつ費用対効果に優れた形で削減を
実現しようとするもの。

○ 具体的な仕組みは以下のとおり。
・制度に参加する事業者は、一定量の排出削減を約束し、国内における省
エネ・代エネによる温室効果ガス排出抑制設備導入への補助（補助率
1/3）を受ける。補助採択に当たっては、費用効率性（補助額／CO2削減
量）を重視。

・参加事業者は平成19年度に設備を整備。平成20年4月に各事業者に取引
可能な排出枠を交付（随時取引可能）。

・平成20年度及び平成21年度の最終取引期間において、各事業者は排出削
減目標を達成するために、他の参加事業者等との間で随時、交付された
排出枠の取引が可能。

・平成20年度終了後、参加事業者は平成20年度の実排出量を算定し、検証
機関の検証を受ける。

・各事業者は、平成20年度の実排出量に応じた排出枠を提出（CDMクレジ
ットも活用可能）。提出できない場合には補助金を返還。

２．事業計画
平成17年度 平成18年度 平成19年度～
(2005年度) (2006年度) (2007年度～)

･補助事業開始 平成17年度事業に加 平成18年度事業に加え、新
･費用対効果に優れた え、新たに下記の事業 たに下記の事業を追加
補助事業の公募・採択 を追加 ・排出量の算定及び第三者
、設備整備の実施 ・参加企業による温室 機関による検証
･参加企業による基準 効果ガス削減対策の ・目標達成に必要な場合､排
年排出量の算定･検証 実施 出枠の最終取引

・排出枠の交付と取引 ・最終取引後なお実排出量
に応じた排出枠を提出で
きない場合は補助金返還



・補助先 民間事業者
・補助率 １／３（１工場・事業場当たり３億円を上限）
・基本額、件数 大規模３億円、小規模９千万円、件数合計５０件

３．施策の効果
○ 確実かつ費用対効果に優れた形で追加的削減を実現
○ ５０社程度の参加者数を確保することにより、将来の本格的な国内排出

量取引制度導入に備えての基盤整備（効率的な排出量モニタリング・検
証システムの確立、信頼性の高い排出量取引登録簿システムの整備、排
出量取引市場の基盤整備等）を進めると同時に、国内排出量取引制度の
運営ノウハウを蓄積

○ より幅広い業種の事業者に対して国内排出量取引制度へ実践的かつ主体
的に参加する場を提供



○高山植物の盗採や高山蝶等の密猟
○外来動植物の侵入による自然生態系
への影響の懸念
○山岳地や湖沼・海岸等での投棄物・
漂着物の処理に苦慮
○利用集中期のお花畑等への踏み込み
○集中山岳地の登山道が荒廃
○人為による裸地化や里地里山・人工
林の放置による生物多様性の喪失
○野生動植物の生息・生育地への違法
な車両の乗り入れ 等

○監視活動の充実
○外来種の除去・捕獲
○投棄物・海岸漂着ゴミ
等の回収
○ﾊﾟﾄﾛｰﾙや制札による立
入り制限
○登山道の伝統的工法に
よるきめ細かな維持管理
の実施
○植生復元、吸収源対策
を兼ねた森林整備
○監視活動 等

スノーモービル等乗り入れ禁止区域での指導 山頂での埋設ゴミの回収

自然や社会状況を
熟知した地元住民
等を雇用し事業を
実施

国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリーンワーカー）事業費

世界に誇
れる国立
公園づく
り

国立公園等の保全管理上の諸問題 国立公園等の保全管理の充実 アウトプット


